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No.

社報タイトル「協力」は社内で

掲げる平成30年の標語です。 

 

１.  個人の道府県民税及び市町村民税の納付（第３期分） 

納期限･･･１０月中において市町村の条例で定める日 

 

２．９月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

納期限･･･１０月１０日 

３．８月決算法人の確定申告 

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・ 

法人住民税>        申告期限･･･１０月 ３１日 
 
４．２月決算法人の中間申告 

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>（半期分） 
     申告期限･･･１０月 ３１日 

 
５．消費税の年税額が４００万円超の２月，５月，１１月決算法人 

の３月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> 
申告期限･･･１０月 ３１日 

 
６．消費税の年税額が４，８００万円超の７月，８月決算法人を除く法人 

・個人事業者の１月ごとの中間申告（６月決算法人は２か月分） 
<消費税・地方消費税>     申告期限･･･１０月 ３１日 



～～ 退職者のお知らせ ～～ 
 

8 月 31 日をもちまして定年退職となりました。 
在職中は 所長･所員、そして顧問先の皆様には大変お世

話になり本当にありがとうございました。 
今後もさらに実り多き人生にすべく努力してまいり

ます。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本年８月６日をもって開所十七周年を迎

えることができました。 
これまでご支援をくださいました皆様方

に、所員一同、心より御礼申し上げます。 
今後とも、ご支援のほど、よろしくお願 
い申し上げます。 

８月１０日に弊所会議室にて開所記念

日式典を挙行しました。 
小林所長より訓示、第４期(平成 30 年 6

月期)事業実績報告・第 5 期目標、澤登真

珠枝様による講演会、永年勤続表彰伝達

式などを行いました。 

永年勤続表彰を行いました。 

所長より該当者７名へ表彰状の授与、 

並びに記念品の贈呈を行いました。 

柳原 徹 


